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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
 コントラスト増進剤を使用して超音波像を形成する超音波プローブであって、
第一及び第二の変換器要素（１０２、１１１）列が、一方の列の該変換器要素が他方の列
の該変換器要素の間のスペースの間に嵌まるように、長手方向に並べて配置され、
前記第一の変換器要素（１０２）が低い中央周波数を有し、
前記第二の換器要素（１１１）がより高い中央周波数を有する超音波プローブにおいて、
前記第一の前記変換器要素（１０２）が第一の中空の支持部材（１０１）上に設けられる
ことと、
前記第二の前記変換器要素（１１１）が第二の支持部材（１１０）上に設けられることと
、
前記第二の支持部材（１１０）が前記第一の支持部材（１０１）内に嵌まることと、
前記第一の前記変換器要素（１０２）の長さが前記第二の変換器要素（１１１）の相応す
る長さよりも長いことと、
前記第二の支持部材（１１０）の外側寸法（ｂ）が前記第一の中空の支持部材（１０１）
の相応する内側寸法（ａ）よりも長くないことと、を特徴とする、超音波プローブ。
【請求項２】
 請求項１による超音波プローブにおいて、前記第一の中空の支持部材（１０１）には、
前記第一の変換器要素（１０２）に対する電気的接続部（１０３ａ－１０３ｆ）が設けら
れることと、前記第二の支持部材（１１０）には前記第二の変換器要素（１１１）に対す
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る電気的接続部（１１２ａ、１１２ｂ）が設けられることと、を特徴とする、超音波プロ
ーブ。
【請求項３】
 請求項１又は２による超音波プローブにおいて、前記第一の中空の支持部材（１０１）
が、前記第一の変換器要素（１０２）により覆われた第一の開口部と、前記第二の変換器
要素（１１１）が設けられた前記第二の支持部材（１１０）により前記第一の中空の支持
部材（１０１）の内部へのアクセスを許容し得るよう十分な断面寸法を有する少なくとも
１つの第二の開口部（１０４）と、を備えることを特徴とする、超音波プローブ。
【請求項４】
 請求項１、２又は３による超音波プローブにおいて、前記第二の変換器要素（１１１）
の各々には裏当て材（１１３）が設けられることを特徴とする、超音波プローブ。
【請求項５】
 請求項４による超音波プローブにおいて、前記第二の変換器要素（１１１）間のスペー
スが裏当て材料（１１３）にて充填されることを特徴とする、超音波プローブ。
【請求項６】
 請求項５による超音波プローブにおいて、裏当て材料（１１３）の単一片が全ての第二
の変換器要素（１１１）に接続されることを特徴とする、超音波プローブ。
【請求項７】
 請求項４又は５による超音波プローブにおいて、前記第一の変換器要素（１０２）の後
側部（１１４）と前記裏当て材料（１１３）との間に１つの空隙が存在することを特徴と
する、超音波プローブ。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、コントラスト増進剤を使用して超音波像を形成する超音波プローブであって、
相互に差し込んだ２列の変換器要素を備え、該列の各々が、該変換器要素が並べて配置さ
れる箇所である長手方向寸法を有し、該相互に差し込んだ列の第一の列が、より低い中央
周波数を有する変換器要素を備え、上記相互に差し込んだ列の第二の列がより高い中央周
波数を有する変換器要素を備える超音波プローブに関する。
【０００２】
【従来の技術】
かかるプローブは、国際出願第９９／３５９６７号に記載されており、また、超音波像形
成に使用され、特に、超音波コントラスト増進像形成剤を保持する対物の超音波像を形成
する多数パルス及び増進方法にて使用される。
【０００３】
超音波エネルギを反射し又は吸収するか、或いは、かかるエネルギにさらされたときに共
鳴するように、超音波コントラスト剤を体内に注入し、これにより、身体の一部分の増進
された像を提供することができる。中空のマイクロカプセルの形態をした、かかるコント
ラスト剤の例は、日本国特許出願第５０８０３２／１９９２号、同第５０９７４５／１９
９４号及び国際出願第ＧＢ９５／０２６７３号（国際出願第９６／１５８１４号）に記載
されている。かかる剤は、患者の血流中に注射し、次に、患者に対し超音波を照射する。
【０００４】
超音波順序は、第一の周波数及び弱い第一のパルスバーストと、第二の周波数及び比較的
強い第二のパルスバーストとを含む多数の順序から成っている。この第二のパルスは、規
定されたように、対象とする領域内にてパワー増強散乱を生じさせるのに十分な強さであ
る。その後に、第三の周波数及びより弱い第三のパルスバーストが更に続く。
【０００５】
パワー増進散乱とは、対象とする領域の音響特性を変化させて、例えば、マイクロカプセ
ルから泡が解放されるようにするのに少なくとも十分な強さの音響パルスを提供するもの
をいうと定義する。
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【０００６】
超音波コントラスト像形成剤を保持する対物の超音波像を提供する公知の方法は、対物に
対し第一の順序及び第一のパワーの第一のパルスバーストを作用させることと、対物に対
し、最適な泡の解放が為されるように、第二のパワーと組み合わせて、第二の周波数の第
二のパルスバーストを作用させることと、対物に対し、第三の周波数及び第三のパワーの
第三のパルスバーストを作用させることと、第一のパルスバーストの結果として、対物の
第一の像を得ることと、第三のパルスバーストの結果として、対物の第二の像を得ること
と、最終的な増進像を得るために第一の像及び第二の像を比較することとを備えている。
【０００７】
好ましくは、上記第一のパワーは、より高パワーである上記第二のパワーに比して低パワ
ーであり、上記第三のパワーは、上記第二のパワーに比して低パワーであるようにする。
【０００８】
好ましくは、第一及び第三のパルスバーストは、第二のパルスバーストの周波数よりも高
周波数であるが、これと代替的に、第一及び第三のパルスバーストは、第二のパルスバー
ストの周波数よりも低周波数であるようにする。
【０００９】
好ましくは、第一及び第三のパルスバーストは、同一とする、すなわち、画定され且つ既
知の関係を有するようにする。
好ましくは、第一及び第三のパルスバーストは、第二のパルスバーストよりも比較的少数
のサイクルから成るものとする。
【００１０】
第一及び第三のパルスバーストは、単一のサイクルから成るようにすることができる。
第二のパルスバーストは、複数のサイクルから成っている。
【００１１】
好ましくは、第一及び第三のパルスバースト間の時間は、１００μｓ以下であるようにす
る。
第三のパルスバーストは、第二のパルスバーストと組み合わせ又はそれと重ね合わせるこ
とができる。また、第三のパルスバーストから得られた任意の像パルスを周波数の差によ
って第二のパルスバーストからの全ての干渉をフィルタリングして除去することができる
。
【００１２】
像形成方法において、第一の像は、第一のパルスバースト中に得られ、また、第二の像は
、第三のパルスバースト中に得られる。より強い第二パルスバーストは、クオンティソン
（Ｑｕａｎｔｉｓｏｎ）のような適当な剤から泡を解放する解放バーストから成っている
。
【００１３】
適当なマイクロカプセルは、国際出願第９２／１８１６４号（米国特許第５，５１８，７
０９号）、国際出願第９４／０８６２７号及び国際出願第９６／１５８１４号（１９９６
年７月１９日出願のロシア国際特許第０８／６７６，３４４号）に記載されたような、ア
レダリスリミテッド（Ａｎｄａｒｉｓ　Ｌｉｍｉｔｅｄ）による「クオンティソン」マイ
クロカプセル（登録商標名）として開示されたものを含む。マイクロカプセルは、直径約
１乃至１０μｍの中空のマイクロカプセルを形成し得るように血清アルブミンの溶液をス
ペア乾燥することにより形成される。例えば、コールタカウンタマルチタイザーＩＩ（Ｃ
ｏｕｌｔｅｒ　Ｃｏｕｎｔｅｒ　Ｍｕｌｔｍｉｚｅｒ　ＩＩ）にて測定したとき、９０％
が、１．０乃至９．０μｍ又は１乃至６．０μｍの直径であるようにすることができる。
しかし、生理学的に無害の照射量にて超音波で照射したときにガスを発する、マイクロカ
プセル、マイクロ球又はマイクロ粒子を保持するガスを本発明の方法に使用することがで
きる。
【００１４】
１つの増進順序において、第一及び第三のパルスバースト中に得られた第一及び第二の像
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を互いに比較して、例えば、減算脱相関法により組み合わせた良質な像が得られるように
する。
【００１５】
以下に、添付図面の幾つかを参照して、従来技術を更に説明する。
図１を参照すると、一例としての多数のパルスシーケンス即ちパルス順序は、比較的弱い
第一のパルスバースト１０と、同様に、比較的弱い第三のパルスバースト１４とから成っ
ており、そのパルスバーストの双方は、例えば、５ＭＨｚのような比較的高周波数であり
且つ第二のパルスバーストに比して比較的少数のサイクルである。１つの好ましい実施の
形態は、像形成時に最大の分解能が得られるような形状とされたパルスを含む。図示した
特定の実施の形態において、１サイクルのみが使用される。
【００１６】
第一及び第三のパルスバーストは、同一であることが好ましいが、これらのパルスバース
トは所定の関係を有することができ、この場合、処理回路は、比較可能な像を提供し得る
ように補償する。
【００１７】
これらパルスバーストの間にて、最適な泡の解放が可能であるように選んだパワーを有す
る第二のパルスバーストが配置される。図示した実施の形態において、第二のパルスバー
ストは、より強い比較的低周波数（例えば、２ＭＨｚ）のパルスバーストである。また、
第二のパルスバーストは、第一のパルスバーストよりも多数のサイクルを有することが好
ましい。好ましくは、第二のパルスバーストは、ガス泡の解放にとって最適であるパルス
バーストから成っている。１つの特別な実施の形態において、パルスバーストは４以上の
サイクルを有する。
【００１８】
しかし、第二のパルスバーストはより高周波数とすることができ、この場合、第二のパル
スバーストのパワー（強さ）は、幾つかのマイクロカプセルに対してより小さくしてもよ
い。必要なことは、泡の解放が生ずるような周波数のパルスバースト及びマイクロカプセ
ルに対するパワーであることであり、これは、当業者に公知である、マイクロカプセルの
型式を含む多数の因子に依存するものである。
【００１９】
作動時、２つの像を取り、その一方は第一及び第三のパルスバーストの各々におけるもの
であり、また、対象とする領域内で保持されたマイクロカプセルから泡のパワー増進散乱
（ＰＥＳ）を生じさせるため第二のパルスバーストが使用される。第一のパルスバースト
中に得られた像を第三のパルスバースト中に得られた像と比較して、比較可能な増進像が
得られるようにする。
【００２０】
図２には、８０％の相関レベルを使用して、図１のパルス順序から得られた減算脱相関値
をデータ（図３及び図４から）の閾値と比較する状態が示してある。この像は、繊維をク
オティソンで充填したとき、７５ｍｍの深さにて直径２００μｍの単一の繊維が検知され
ることを明確に示す。この実験は、クオティソンを保持する単一の繊維を試験対象物とし
て励起したМモードを模擬し得るように設定する。
【００２１】
図３には、強力なバーストが存在せず、ＰＥＳ及び自由気泡が全く検知されない、２つの
無線周波数（ＲＦ）像形成パルスの結果を示している。
図４には、像パルス間にて第二のパルスを作動させた結果が示してある。
【００２２】
この場合、第二の像形成パルス（第三のパルスバースト）は、発生された自由な気泡を検
知する。周囲の剤が広く散乱するため、強さの変化は最小である。しかし、「比較型方法
」と組み合わせて、この最小の変化を正確に検知することができる。
【００２３】
発生した泡の解放の持続、音響速度及び対象とする領域の深さに留意して、実際的に妥当
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な程に短時間内で完全なパルス順序を行う必要がある。図１のパルス順序に対する１つの
特別な例において、全体的な時間は１００μｓである。
【００２４】
第一／第三及び第二のパルスに対しその他の周波数を使用することも可能である。例えば
、第一／第三のパルスを３ＭＨｚとし、第二のパルスを５００ｋＨｚととし、又は第一／
第三のパルスを５ＭＨｚとし第二のパルスを１ＭＨｚとすることができる。
【００２５】
第一（１０）及び第三（１４）のパルスバーストのパワーは、クオティソンから何らパワ
ー増進散乱（泡の解放）が生ずることがないようなものにする必要がある。このように、
第一及び第三のパルスのパワーは０．１ＭＰａ以下であるようにすることが好ましい。
【００２６】
中央（第二）のパルスバーストのパワーは、上述したパワー増進散乱を発生させるような
ものとし、また、クオティソンに対し０．６ＭＰａ以上であることが好ましい。
【００２７】
しかし、その他の剤に対してパワーを変更することが可能である。
第二のパルスバースト１２の周波数は、第一／第三のパルスバーストの周波数と相違する
ため、像を形成するときある残留する効果を第二のパルスバーストからフィルタリングし
て除去することが都合良い。
【００２８】
このことは、上述したように、第三のパルスバーストが第二のパルスバーストに迅速に続
き又はその第二のパルスバーストに重なり合うことも可能にし、可能な限り短くすること
のできる全体の順序時間は、殆どの実際的な目的のため、７５ｍｍの対物の深さの場合、
少なくとも１００μｓとする必要があると全体として考えられる。像を形成した対物がよ
り浅い深さにあるならば、全体時間は、より短くすることが可能である。
【００２９】
従来技術による装置は図５に図示されている。
焦点距離７．５ｃｍの１ＭＨｚの単一要素変換器５０（米国、マサチューセッツ州、ウォ
ルサムのパナメトリックス（Ｐａｎａｍｅｔｒｉｃｓ））をイソトン（Ｉｓｏｔｏｎ）（
登録商標名）ＩＩ（コールターダイアグノスティツクス（Ｃｏｕｌｔｅｒ　Ｄｉａｇｎｏ
ｓｔｉｃｓ））を充填した水浴５２内に取り付け且つ高パワー送信機として使用する。こ
の変換器の音響ビームに対して垂直に、焦点距離７．５ｃｍの５ＭＨｚ単一要素の広帯域
変換器５４（米国、マサチューセッツ州、ウォルサムのパナメトリックス）が取り付けら
れ且つ水浴の中心に配置された標的５６を精査するために使用される（送信機／受信機）
。１．８ＭＰａであり及び反復率が１Ｈｚの１０サイクルの１ＭＨｚの高パワー正弦波信
号パルス発生器５８（フィリップス（Ｐｈｉｌｉｐｓ）、ＰＭ５７１６）、ウェーブテッ
ク（Ｗａｖｅｔｅｋ）信号発生器６０及び線形パワー増幅器６２モデルＡ－５００（ニュ
ーヨーク、ＥＮＩ）により、ピーク－ピークの音響圧力が発生させる。短い５ＭＨｚパル
スが発生され且つアパルサー（ａｐｕｌｓｅｒ）／受信機６４（米国、マサチューセッツ
州、ウォルサムのパナメトリックスの５０５２ＰＲ）により受信する。受信した信号は、
２ｄＢのステップにて＋４０ｄＢから－４０ｄＢに増幅することができる。増幅した信号
は、低通過チェビィチュブ（Ｃｈｅｂｙｃｈｅｖ）フィルタによりフィルタリングし且つ
レクロイ（Ｌｅｃｒｏｙ）９４００Ａ（米国、ニューヨーク州、チェスナットリッジのレ
クロイ）デジタルオシロスコープ（１００ＭＨｚ、８ビット）によりデジタル化する。パ
ルス発生器／受信機は、パルス発生器６６（フィリップス、ＰＭ５７１２）により１ＭＨ
ｚ送信信号に対し０．５ｍｓの遅れを伴って同期化する。出力信号は、１０μｓの時間間
隔に亙って記録し且つ更なる分析のためパーソナルコンピュータ（コンパック（Ｃｏｍｐ
ａｑ）３８６／２０ｅ）に伝送する。
【００３０】
１つの代替的な実施の形態において、第三のパルスからの散乱信号はフィルタリングして
除去することができるため、第三のパルス１２は第二のパルス内で組み合わせてもよい。
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【００３１】
このことは、全体的な実験の時間をより短縮することになる。
例えば、速度測定といったその他の用途の場合、第一及び第三のパルスは比較的低周波数
とし、第二のパルスは、比較的高周波数とすること、すなわち第一の例の逆となるように
することができる。
【００３２】
次に、図６を参照すると、本発明に適した周波数応答性を有する変換器６００の設計が図
示されている。
この設計において、２つの別個の変換器を有する６１０、６２０が使用される。第一の変
換器要素６１０は低周波数を感知可能であり、第二の変換器要素６２０は高周波数を感知
可能である。その双方の要素は、圧電型とすることができる。
【００３３】
低周波数変換器（型６１０）を送信に使用し、他の変換器６２０を受信専用及び像の送信
及び受信の双方に使用することができる。列変換器に対し、２つの型式を互いに差し込む
ことにより、２つの変換器型式（６１０、６２０）を図示するように組み合わせ、これに
より、例えば、奇数の要素を型１とし、偶数の要素を型２として画定することができる、
その他の配分も可能である。型２変換器は、基本モード及び及び第二の調和モードの双方
にて像を形成するときに使用することができる。
【００３４】
【発明が解決しようとする課題】
従来技術に関して上記に詳細に説明したが、２つの型式の変換器要素を互いに差し込んだ
２組みの要素から成る１つの超音波プローブの物理的構造に関して、望まれる多数の点が
ある。
【００３５】
本発明の目的は、簡単な構造であり且つコントラスト増進剤を使用して超音波像を形成す
るときに使用可能である超音波プローブを提供することである。
【００３６】
【課題を解決するための手段】
本発明による超音波プローブは、上記第一の互いに差し込んだ列の上記変換器要素が第一
の中空の支持部材上に設けられることと、上記相互に差し込んだ第二の列の上記変換器が
第二の支持部材上に設けられることと、上記第二の支持部材が上記第一の支持部材に嵌ま
ることと、上記列の平面内にあり且つ上記長手方向寸法に対して実質的に垂直な方向への
上記第一の列の上記変換器要素の長さが上記第二の列の要素に相応する長さよりも長いこ
とと、上記第二の列の上記変換器要素の上記相応する長さが上記第一の中空の支持部材の
相応する内径以下であることとを特徴とする。
【００３７】
これにより、堅固で且つコンパクトな構造が実現される。
裏当て材料の単一片が第二の変換器要素の全てに接続される、本発明による超音波プロー
ブの１つの好ましい実施の形態は、上記第一の変換器要素の後側部と、上記裏当て材料と
の間に空隙が存在することを特徴とする。
【００３８】
上記により、第一の変換器要素により発生される超音波の強さは、上記第一の変換器要素
が裏当て材料と接触している場合に発生される強さよりも大きいことが可能となる。
【００３９】
【発明の実施の形態】
次に、添付図面を参照して本発明を説明する。図７Ａ、図７Ｂは、底部及び頂部が存在し
ない、矩形の箱の形態をした第一の支持要素１０１を示す。支持要素１０１の頂側部に亙
って、第一の変換器要素１０２ａ、１０２ｂ、．．．、１０２ｆ、．．．の列が長手方向
（即ち図７Ａ及び７Ｂ中上下方向）へ並べて支持要素１０１に固定状態に接続されている
。第一の変換器要素の各々には、相応する電気接点１０３ａ、．．．、１０３ｆ、．．．
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が設けられている。第一の変換器要素１０２の数は４８とすることができる。要素１０２
の各々の中央周波数は、例えば、９００ｋＨｚと比較的低い。変換器要素１０２は、第一
の支持要素１０１の長手方向に沿って並べて配置される。後続の第一の変換器要素間の間
隔は２５０μｍ程度であり、その列のピッチは０．５ｍｍである。個々の変換器要素１０
２の各々は、例えば、導電性エポキシによって変換器要素の電極に接続されたフレックス
プリント１０３を使用する等により接続されたそれ自体の個々の接地接点を有する。
【００４０】
図８Ａ及び図８Ｂには、第二の支持要素１１０に取り付けられ且つ電気接点１１２ａ、１
１２ｂ、．．．が設けられ、第二の変換器要素１１１ａ、１１１ｂ、．．．の列が、第二
の支持要素１１０に長手方向へ並んで配置されており、第二の変換器要素１１１の各々は
、裏当て沿い材１１３と接触している。裏当て材１１３は、第二の支持要素１１０の内部
空間の全体を充填する。変換器要素１１１の各々には、適当な釣合い層１１４が設けられ
ている。変換器要素１１１及び釣合い層１１４の寸法は、変換器要素１１１の中央周波数
及び帯域幅が、第一の列の変換器要素１０２の中央周波数の第二、第三及び第四の調波を
含むようなものとする。第一の列の要素１０２間の間隔の場合のように、第二の列の要素
１１１の間の間隔は、２５０μｍであり、後続の要素の間のピッチは０．５ｍｍである。
また、この場合、この要素の各々は、例えば、変換器要素１１１の電極に導電性エポキシ
にて接続されたフレックスプリントを使用する等によって接続されたそれ自体の個々の接
地接点を有している。その列が全ての要素が共有する１つの接地接点を有するようにする
ことも可能である。しかし、この場合、要素の各々は、送信装置又は受信装置に接続する
ため第二の電気接点に対する接点も有する。第一の列のピッチ及び第二の列のピッチは等
しく、列の長手方向への変換器要素１０２、１１１のその寸法は、要素１１１が変換器要
素１０２の間のスペース１０７にきちっと嵌まり、変換器要素１０２が変換器要素１１１
の間のスペースの間に嵌まるようなものとする。図９Ａ、図９Ｂ及び図１０には、第一及
び第二の支持要素を一体化した後の超音波プローブが図示されている。なお、第一の変換
器要素１０２の長さは第二の変換器要素１１１の相応する長さよりも長い（図８Ａ及び図
１０参照）。
【００４１】
第一の支持要素１０１の底部開口部１０４は、第二の支持要素１１０が第一の支持要素１
０１の内部を通るために使用される。第二の支持要素寸法ｂ（図８Ａ参照）は、第一の支
持要素１０１の内側寸法ａ（図７Ｂ参照）と最大限等しい大きさである。第二の支持要素
１１０を第一の支持要素１０１の内側に挿入した後、その双方の支持要素を共に強固に固
定する。図１０により明確に図示するように、要素１０２及び要素１１１は、２つの別個
の列が完全に相互に差し込んだ状態にて超音波に対する単一の送信及び受信面を形成する
。第二の列の要素１１１の裏当て材１１３は、それ自体と第一の列の変換器要素１０２の
後側部１１４との間のスペースを充填しない。
【００４２】
第一の列の変換器要素１０２は、例えば、９００ｋＨｚのような比較的低い中央周波数を
有する。第一の列の帯域幅は、約４０乃至５０％とすることができ、このことは、メガヘ
ルツにて表わした帯域幅が０．９ＭＨｚの中央周波数の約４０乃至５０％であることを意
味する。第一の列に対して、この帯域幅は重要でない又は極めて重要でない。しかし、第
二の列の変換器要素１１１に関して、これら要素が第一の列にて使用される中央周波数の
第二、第三又は第四の調波のようなより高い調波を検知し得ることが重要である。これは
、例えば、中央周波数が２．８ＭＨｚで、帯域幅が約８０％となるように変換器要素１１
１の厚さ及び釣合い層を設計することにより行うことができる。かかる変換器要素及び相
応する釣合い層の設計は、当業者にとって何ら問題とならず、従って、本発明の一部を構
成するものではない。
【００４３】
上記の説明により、当業者には、その他の改変例及び実施の形態が明らかになるであろう
。かかる改変例及び実施の形態は、本発明の一部であり且つ特許請求の範囲に包含される
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【図面の簡単な説明】
【図１】一例としてのパルスバーストシーケンスの図である。
【図２】図１のパルスバーストシーケンスを使用して得られた脱相関プロファイルの図で
ある。
【図３】第二のパルスにより発生されるパワー増進散乱効果の無い第一及び第三のパルス
の実験により得られる像の図である。
【図４】３つの全てのパルスが存在するときに得られる像を示し、図２が脱相関の有利な
点を示す図である。
【図５】従来技術の装置のブロック図である。
【図６】変換器の図である。
【図７】７Ａは、図７Ｂに示した線７ａ／７ａに沿った図による第一の変換器要素及び電
気接点が設けられる第一の支持要素の側面図である。
７Ｂは、図７Ａの線７ｂ／７ｂに沿った図である。
【図８】８Ａは、図８Ｂに示した線８ａ／８ａに沿った断面図である。
８Ｂは、第二の変換器要素及び相応する電気接点が設けられた第二の支持要素を示す、図
８Ａの線８ｂ／８ｂに沿った図である。
【図９】９Ａは、本発明による完成した超音波プローブを示す、図９Ｂの線９ａ／９ａに
沿った図である。
９Ｂは、図９Ａの線９ｂ／９ｂに沿った断面図である。
【図１０】本発明による超音波プローブの図である。
【符号の説明】
１０　第一のパルスバースト　　　１２　第二のパルスバースト
１４　第三のパルスバースト　　　５０　１ＭＨｚ単一要素変換器
５２　水浴内　　　　　　　　　　５４　５ＭＨｚ単一要素の広帯域変換器
５６　標的　　　　　　　　　　　５８　正弦波信号パルス発生器
６０　ウェーブテック信号発生器　６２　線形パワー増幅器
６４　アパルサー／受信機　　　　６６　パルス発生器
１０１　第一の支持要素　　　　　１０２　第一の列の変換器要素
１０２ａ、１０２ｂ、．．．、１０２ｆ、．．．　変換器要素
１０３　フレックスプリント
１０３ａ、．．．、１０３ｆ、．．．　電気接点
１０４　底部開口部　　　　　　　１０７　スペース
１１０　第二の支持要素　　　　　１１１　第二の列の変換器要素
１１１ａ、１１１ｂ、．．．　電気接点
１１３　裏当て材　　　　　　　　１１４　釣合い層／後側部
ａ　第一の支持要素１０１の内側寸法
ｂ　第二の支持要素１１０の寸法
６００　変換器　　　　　　　　　６１０　第一の変換器要素
６２０　第二の変換器要素
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【図２】

【図３】

【図４】

【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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